
　消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近くの消
費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内することに
より、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使って
けがをしてしまった」などの消費者トラブルで困っている
ことはありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の
電話番号でつながる消費者ホットライン「１８８（いや
や！）」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決
を支援します。

　大切なのは、すぐに相談することです。
　困ったときは、一人で抱え込まないで
「消費者ホットライン「いやや」（局番
なしの１８８）」までお電話を『泣き寝入
りは超いやや（１８８）！』で覚えてね

消 費 者 ホットラ イン１８８と は？

消費者庁　消費者ホットライン１８８イメージキャラクター
「イヤヤン」

一人で悩まず、
　　　　　まずは相談

◎　連　絡　先　◎
　長万部町役場産業振興課　☎２－２４５５

　消費者ホットライン（局番なし）１８８（函館消費者センター又は国民生活センターへ繋がります）
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